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krAPAとは？
APA（事前確認制度：Advance�Pricing�Agreement）�
とは、政府（税務当局）と納税者の間で締結される合
意であり、国際取引に関して、独⽴企業間価格
（ALP）またはその算定⽅法を事前に確定するもの
です。

事前確認制度（APA）は多くの国で⻑年運⽤されて
おり、グループ企業間で⾏われる国境を越えた取引
における価格設定について、納税者に確実性を提
供することが主な⽬的です。

インドの事前確認制度（APA）
インドの事前確認制度（APA）は、2012年の財政法
（Finance�Act,�2012）により導⼊され、これに伴い所
得税法（Income-tax�Act,�1961）に第92CC条および
第92CD条が新設されました。

これらの規定は2012年7⽉1⽇から施⾏され、直接
税中央委員会（CBDT）に対し、関連企業（AE）間の
国際取引に関して、独⽴企業間価格（ALP）の決定、
またはその算定⽅法の特定について、最⻑5年間の
APAを納税者と締結する法的権限を与えるものです。

インドの事前確認制度（APA）は、2012年7⽉1⽇に
開始され、2012年8⽉30⽇に関連規則が公布され
たことにより、本格的に機能・運⽤を開始しました。

この規則では、事前確認制度（APA）⼿続きに関する
さまざまな運⽤⾯が定められており、以下の事項が
含まれます：

•� 事前相談申請の提出⼿続き

•� 事前相談の実施⽅法

•� ⼿数料の⽀払い

•� APA申請の提出と処理⼿順

•� APA申請の撤回

•� APAの条件および内容

•� 年次コンプライアンス報告書の提出

•� コンプライアンス監査

•� APAの修正・取消・更新 など

2014年7⽉10⽇、インド政府は事前確認制度
（APA）のロールバック条項を導⼊することを発表し
ました。

ロールバック条項とは、APAで合意された独⽴企業
間価格（ALP）やその算定⽅法を、APA開始前の期
間にも遡って適⽤できる仕組みです。

この制度の導⼊に伴い、必要な⽴法改正は
*2014年財政法第2号（Finance� (No.� 2)� Act,�
2 014）により実施され、1962年所得税規則
（Income-tax� Rules,� 1962）も2015年3⽉14⽇に
改正・公布され、既存のAPAスキームに反映され
ました。

ロールバック条項は、APA期間の初年度の最⼤4年
前まで遡って適⽤が可能です。

つまり、納税者はロールバック条項付きのAPAを利
⽤することで、最⼤9年間にわたり移転価格に関す
る税務上の確実性を得ることができることになり
ます。

また、2015年6⽉10⽇には、直接税中央委員会
（CBDT）より通達第10号（Circular� No.� 10� of�
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テラルAPA（MAPA）が1件となっています。

これにより、APA制度開始以降の累計締結件数は合
計815件となり、その内訳はユニラテラルが615件、
バイラテラルが199件、マルチラテラルが1件となり
ます。

直接税中央委員会（CBDT）は、事前確認制度
（APA）の締結において⼀貫したペースを維持して
おり、2023-24会計年度には125件、2022-23会計
年度には95件のAPAを締結しました。

特筆すべきは、本年度にインド初となるマルチラテ
ラルAPA（MAPA）が締結されたことです。

さらに、2025年3⽉27⽇には、1⽇で過去最多となる
34件のAPAが締結されました。

事前確認制度（APA）は、移転価格に関して納税者
に予⾒可能性と確実性を提供することを⽬的として
おり、国際取引における独⽴企業間価格（ALP）やそ
の算定⽅法を最⼤5年間にわたって事前に定めるも
のです。

また、バイラテラルAPA（BAPA）には、潜在的または
実際に発⽣する可能性のある⼆重課税からの保護
という追加的なメリットもあります。

事前確認制度（APA）は、特に⼤規模な国際取引を
⾏う多国籍企業にとって、ビジネスのしやすさ（Ease�
of�Doing�Business）の向上を⽬指すインド政府の取
り組みに⼤きく貢献してきました。

直接税中央委員会（CBDT� ）は、納税者の協⼒的な
姿勢を評価しており、APA制度の円滑な運⽤におい
て重要なステークホルダーとしての役割を⾼く認識
しています。

2015）が発⾏され、ロールバックに関するFAQ形式
の明確なガイダンスが提供されました。

インドのAPAプログラムにおいて、APAの種類は以
下のとおりです

•� ユニラテラルAPA（UAPA）
� →直接税中央委員会（CBDT）のみが関与する
もの。

•� バイラテラルAPA（BAPA）
� →�直接税中央委員会（CBDT）と相⼿国の税務当
局が関与するもの。

•� マルチラテラルAPA（MAPA）
� →� 直接税中央委員会（CBDT）、複数国に所在す
る関連企業、およびそれぞれの国の税務当局が
関与するもの。

締結された各APA（事前確認制度）は、複数課税年
度にわたり、納税者に対して税務上の安定性および
将来の税務取扱いに関する明確な⾒通しを提供す
るものです。

これまでに締結されたAPAは累計で、3,400超の課
税年度において、納税者にそのような税務上の明確
性と確実性をもたらしてきました。

2024-25会計年度において、直接税中央委員会
（CBDT）は合計174件の事前確認制度（APA）
を締結

直接税中央委員会（CBDT）は、2024-25会計年度に
おいて、インドの納税者との間で合計174件の事前
確認制度（APA）を締結しました。これは、前年度
（2023-24会計年度）の125件と⽐較して約39％の
増加となります。

この174件の内訳は、ユニラテラルAPA（UAPA）が
108件、バイラテラルAPA（BAPA）が65件、マルチラ
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